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量水器取替業務仕様書 

 

（基本事項） 

１ 業務に当たっては、契約書及び本仕様書並びに、水道事業に関する法令、前橋市水道事

業給水条例（平成 5 年前橋市条例第 19 号）、前橋市水道事業給水条例施行規程（平成 5

年前橋市水道局管理規程第 7 号）、前橋市個人情報保護条例（平成９年前橋市条例第 46

号）、その他関係法令に従い、良識をもって公序良俗のもとに責任履行をすること。 

 

（取替作業期間） 

２ 水道使用量の検針に係る事前データ作成に影響するため、受注者は、発注者の指定した

検針月による取替期間に取替作業を行うものとする。ただし、受注者が、使用者との日程

調整等によって指定した期間外に取替を行わなければならないときは、発注者に報告し、

承認を得たうえで、取替を行うことができるものとする。 

 

（服務事項） 

３ 取替作業に当たっては、次の事項を遵守すること。 

(1)  発注者が発注した業務の受託者であることを明示した腕章を着用すること。 

(2) 使用者から不信を抱かれないような身なりとすること。 

(3) 訪問の際は、挨拶を行い、在宅のときは無断で作業着手しないこと。 

 

（取替の事前周知） 

４ 受注者は、取替を予定した日の概ね 1 週間前に、「水道メーター取替（交換）のお知ら

せ」に取替作業予定日（または期間）を記入して取替対象者宅に配付し、事前にお知らせ

をする（お知らせ配付当日の取替は原則として行わない。）ものとする。 

 

（取替実施日の調整等） 

５ 取替には使用者の立会いを必要としないが、営業使用の場合や使用者から希望日時の

連絡があった場合は、受注者において実施日時を調整するものとする。 

 

（量水器の保管） 

６ 受注者は、盗難予防のため、取付する量水器及び取外した量水器を施錠できる場所に保

管しなければならない。 

 

（取替作業に当たっての注意事項） 

７ 受注者は、次の事項に留意のうえ、取替作業を行うものとする。 

 (1) 訪問挨拶により、使用者が在宅であるか否か、水道使用中であるか否かを確認し、
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在宅の場合は、承認を得て作業を開始する旨及びおおよその断水時間を伝えること。 

 (2) 取替対象の水栓番号、メーター口径、メーター記号番号及び指針を確認するととも

に、量水器のパイロットを確認し、使用の有無、漏水の有無を確認すること。 

 (3) 該当の量水器を取り外す前に、量水器のメーター器に表記してある通水方向矢印（メ

ーター表示部分及びボディ）を確認しておき、同じ方向で取付すること。 

 (4) 小口径量水器のナットの開閉に当たっては、工具を二つ使用するなどの方法により、

直結止水栓のパッキンに影響を与えないよう（直結止水栓を動かさないよう）行うこと。 

 (5) 取替後は、通水し、濁水の排水を行い、パイロットが正常に作動しているか確認す

ること。また、現場をきれいに清掃すること。 

 (6) 取替完了後、「取替メーター指針票」及び「水道メーター取替完了報告書」に記入し

て、「取替メーター指針票」は取付メーターの蓋に挟み置きし、「水道メーター取替完了

報告書」は、在宅の場合は使用者へ取替の完了を報告するとともに手渡しし、不在の場

合は差し置きするものとする。 

 (7) 漏水またはその他の事由で取替ができなかった場合は、「水道メーターの取替につい

て（お知らせ）」に記載して、使用者に手渡し又は差し置きの方法によりお知らせする

こと。 

 

（鉛製給水管取替工事の案内） 

８ 受注者は、量水器取替にあたり、鉛製給水管があることを確認したときは、「鉛製給水

管取替工事について（ご案内）」を、使用者へ手渡し又は差し置きの方法により、案内す

るものとする。 

 

（取替不能案件の報告） 

９ 受注者は、取替できなかった案件については、その事由とその事由に係る遠景及び近景

の画像を添えて、発注者へ報告すること。なお、一次側の漏水量が多いなど緊急を要す

る場合は、事前に口頭で連絡すること。 

 

（取替帳票の作成） 

10 受注者は、次の帳票を作成して、発注者の指定した日に提出すること。 

 (1) 量水器取替依頼票及び量水器作業実施結果 OCR 入力票 

左側「量水器取替依頼票」に赤ボールペンで作業結果を記入し、右側の「量水器作業

実施結果ＯＣＲ入力票」に、黒鉛筆（ＨＢ）でＯＣＲ手書き文字見本により正確に転記

すること。 

 (2) 水道メーター番号表 

お客様番号、取付月日、工事店名等を記入すること。 
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（取外し量水器の納品） 

11 受注者は、取外した量水器を洗浄し、「水道メーター番号表」の順に格納箱に並べ、発

注者が指定した日に納品すること。 

 

（業務完了報告等） 

12 受注者は、契約書の定めるところにより、納品月ごとに業務完了報告書を発注者へ提出

すること。 

 

（取替完了後の苦情対応等） 

13 使用者又は所有者から量水器の取替による漏水、その他の苦情があった場合は、受注者

の瑕疵担保責任に於いて速やかに対応すること。 

 

（協議） 

14 契約書及び本仕様書に定めのない事項、又は疑義のあるときは、発注者と受注者が協議

し、対応する。 
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水道メーターの取替（交換）のお知らせ 
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取替メーター指針票 

 

取替メータ指針票

　　　　月　　　日取替

取外メータ形式（口径・番号）

　　　m/m №

新指針　　　　　　　　㎥

旧指針　　　　　　　　㎥

作業者

 

 

 

水道メーター取替完了報告書 

 

 

取付水道メーター指針 ㎥

取外水道メーター指針 ㎥

□

お問い合わせ先（取替実施事業者）

所管課：前橋市水道局水道整備課給水装置係　電話：027-898-3037（直通）

　通水してあります。ご使用の際は、空気や錆が蛇口から出る場合がありますので、蛇口から水を出し
て、様子を見てご使用ください。

　　　　　　年　　　月　　　日、水道メーターの取替を行いました。
　お気づきの点やご不明な点等がございましたら、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

水道メーター取替完了報告書
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水道メーターの取替について（お知らせ） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□

□

□

□

お問い合わせ先（取替実施事業者）

所管課：前橋市水道局水道整備課給水装置係　電話：027-898-3037（直通）

　　　　　　年　　　月　　　日、下記理由により水道メーターの取替ができませんでした。

水道メーターの取替について（お知らせ）

　二次側（メーターより蛇口側）で漏水しています。前橋市水道局指定工事店に修理を依頼してください。
修理費用は、お客様のご負担です。

　敷地内に入れませんでした。後日、再訪問したいので、ご都合の良い日時を下記お問い合わせ先へお
知らせください。

　一次側（メーターより道路側）で漏水しています。後日、水道局が調査に伺い、水道局の費用負担で修
理します。

　その他
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鉛製給水管取替工事について（ご案内） 
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量水器取替依頼票・量水器作業実施結果 OCR 入力票 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水道メーター番号表 

口径　　ｍｍ　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日 箱№

№ メーター番号 検定満期 町（行政区）番号－整理（水栓）番号 取付月日
取付理由：
○丸を付す

取扱者 支　払

1 　　　　　　　- /
新設..縮径.検満.

開始.

2 　　　　　　　- /
新設..縮径.検満.

開始.

3 　　　　　　　- /
新設..縮径.検満.

開始.

4 　　　　　　　- /
新設..縮径.検満.

開始.

5 　　　　　　　- /
新設..縮径.検満.

開始.

6 　　　　　　　- /
新設..縮径.検満.

開始.

7 　　　　　　　- /
新設..縮径.検満.

開始.

8 　　　　　　　- /
新設..縮径.検満.

開始.

9 　　　　　　　- /
新設..縮径.検満.

開始.

10 　　　　　　　- /
新設..縮径.検満.

開始.

水道メーター番号表
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 月別・口径別量水器取替計画書 

口径 20mm 25mm 30mm 40mm 50mm 75mm 100mm 150mm 計 

6 月 900 50 5 30 5 5 1 1 997 

7 月 950 50 5 30 5 5 1 1 1,047 

8 月 950 50 5 35 5 5  1 1,051 

9 月 1,100 60 5 35 5 5   1,210 

10 月 1,100 60 5 35 5    1,205 

11 月 1,100 60 5 35 5    1,205 

12 月 950 60 5 25 5    1,045 

1 月 950 27 3 25 3    1,008 

2 月 600 20  23     643 

計 8,600 437 38 273 38 20 2 3 9,411 
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工程表兼引渡期日、請求月等一覧表 

一部完了

報 告 月 
業 務 内 容 引 渡 期 日 部 分 払 額 支 払 月 摘 要 

6 量水器取替 6/30 
完了数量に単価を

乗じた金額 
 7 月  

7 量水器取替 7/31 
完了数量に単価を

乗じた金額 
 8 月  

8 量水器取替 8/31 
完了数量に単価を

乗じた金額 
 9 月  

9 量水器取替 9/30 
完了数量に単価を

乗じた金額 
10 月  

10 量水器取替 10/30 
完了数量に単価を

乗じた金額 
11 月  

11 量水器取替 11/30 
完了数量に単価を

乗じた金額 
12 月  

12 量水器取替 12/25 
完了数量に単価を

乗じた金額 
 1 月  

1 量水器取替 1/29 
完了数量に単価を

乗じた金額 
2 月  

2 量水器取替 2/26 
完了数量に単価を

乗じた金額 
3 月  

 

 

 


